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多久市公告第２１号 

 

公   告 

 

条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び多久市財務規則（平成１１年規則第５号）第８６条の規定により次のとおり公告し

ます。 

 

令和８年７月２日 

多久市長 香 月 正 則     

 

１ 工事の概要 

（１）工 事 名   令和７年度(繰越) 多久市公共下水道事業 

泉町地区マンホールポンプ設置工事その2 

（２）工事場所   多久市南多久町大字下多久地内 

（３）工  種   機械器具設置工事 

（４）工事概要    機械設備工事 １ 式 

電気設備工事 １ 式 

（５）予定工期   契約日から令和９年２月２６日まで 

（６）入札書比較価格 １８,１００,０００円（予定価格から消費税を除いた額） 

（７）最低制限価格 有（事後公表） 

（８）入札方法   電子入札 

（９）前払     有 

（10）中間前払   有 

（11）部分払    有 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

入札に参加するものは、次の資格要件を全て満たすものとする。 

（１） 業種及び等級に関する要件 

ア 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第２条の規定により、機械器具設

置工事Ａ等級の資格決定を受けている者であること。 

イ 令和７・８年度の多久市入札参加資格審査申請に機械器具設置工事を希望業種として提

出している者であること。 

（２）地域要件 

本入札に参加する事ができる者は、当市の入札参加資格者名簿に登録されている者であ

って、当該名簿に登録された本店、支店又は営業所の所在地が、多久市、小城市又は佐賀

市に有する者であること。 

（３）施工実績における要件 

過去の実績において地方公共団体等が発注した下水道工事において、下水道用マンホー

ルポンプ設置工事を元請けとして竣工した実績があること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）入札参加申請の期限日から開札日の前日までの間において、多久市建設工事等請負・委託

契約に係る指名停止等の措置要綱による指名停止を受けていない者であること。 
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（６）多久市暴力団排除条例（平成２４年多久市条例第１３号）第２条第４号に規定する暴力団

等でないこと。 

（７）入札参加申請書の受付期限日以前６か月から開札日の前日までの間に、金融機関等におい

て、不渡り手形等を出していない者であること。 

（８）開札日の前日までに、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定に基づく更生又は再生手続きの申し立てがなされた者でないこ

と。 

（９）本工事の入札参加申請を行う他の建設業者と資本又は人事面において、強い関連がある者

でないこと。基準については、「佐賀県が発注する建設工事等の入札に参加するための要件

及び落札者の決定方法等」の規定に準じる。 

（１０）国税（法人税等）及び地方税の滞納がない者であること。 

  

３ 入札参加資格確認申請書及び資格確認申請書類 

(１) 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

(２) 同種工事施工実績調書（様式第２号） 

(３) 技術者配置予定事前届出書（様式第３号） 

 

４ 入札参加申請の期間及び方法 

(１) 申請期間 

この公告の翌日から令和８年７月１７日（金）まで（土曜日、日曜日を除く） 

(２) 申請方法 

入札に参加する者は、入札参加資格確認申請書及び資格確認申請書類を電子入札システム

により提出すること。ただし、事前に紙入札が認められた者については、この限りではない。 

※電子入札システムで同種工事施工実績調書（様式第２号）の添付が容量を超える場合は

下記アドレスに直接メールで送付すること。 

メールアドレス kanzaikeiyaku@city.taku.lg.jp    

(３) 資格確認の連絡 

    令和８年７月２３日（木）までに電子入札システムにより通知する。 

※入札参加資格がないと認めた者については、その理由を付して通知する。 

(４) 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格を有する者が、開札の時までに、資格要件を満たさなくなったとき、又は申請

書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは、入札に参加できないものとする。 

（５）入札参加申請に関する質問方法 

入札参加申請に関する質問については、ＦＡＸ又はメールで行うこと。 

質問期限 令和８年７月１３日（月）１７時００分まで 

質 問 先 多久市環境課上下水道係  

ＦＡＸ ０９５２－７５－２７５７ 

メールアドレス jougesuidou@city.taku.lg.jp 

回答期限 令和８年７月１５日（水）までに、質疑があった場合のみ行う。 

     回答は、質問内容を含め多久市ＨＰへ掲載する。 

mailto:kanzaikeiyaku@city.taku.lg.jp
mailto:jougesuidou@city.taku.lg.jp
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５ 設計図書等の交付 

（１）交付方法 

入札情報公開システムによる。 

（２）設計図書等に関する質問方法 

設計図書等に関する質問については、ＦＡＸ又はメールで行うこと。 

質問期限 令和８年７月２４日（金）１７時００分まで 

質 問 先 多久市環境課上下水道係  

ＦＡＸ ０９５２－７５－２７５７ 

メールアドレス jougesuidou@city.taku.lg.jp 

回答期限 令和８年７月２９日（水）までに、質疑があった場合のみ行う。 

     回答は、質問内容を含め多久市ＨＰへ掲載する。 

  

６ 入札及び開札について 

（１） 入札方法 

電子入札システムにより提出すること。 

（２） 入札書提出期間 

    令和８年７月３１日（金）８時００分から令和８年８月３日（月）２２時００分まで 

（土曜日及び日曜日を除く） 

（３） 開札日時 

令和８年８月４日（火）９時００分 

（４） 開札場所 

   多久市財政課（電子入札システム） 

結果の公表は、入札情報公開システムにて行う。 

（５） 工事費内訳書 

入札時には、工事費内訳書を提出すること。 

（６） 入札書の記載方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７ 入札保証金等 

（１） 入札保証金 

  免除（多久市財務規則第８７条の規定による。） 

（２） 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の金額を納付すること。 

 

mailto:jougesuidou@city.taku.lg.jp
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８ 入札の無効に関する事項 

   多久市建設工事等入札心得による。 

 

９  その他 

入札その他の取扱いについては、多久市財務規則その他の法令に定めるもののほか、多久市

建設工事等入札心得の定めるところによるものとする。 

 

１０ 問い合わせ先  

（入札に関すること） 多久市財政課契約検査係 電話番号  ０９５２－７５－２１３２ 

（工事に関すること） 多久市環境課上下水道係 電話番号  ０９５２－７５－２１７９ 


